
１

５

４

３

２

１

１ ２

３

１ ２

３ ４

５ ６

８７

１ ４２

５

３

６

３

１ ２

夜勤専門 フレックスタイム制

裁量労働

いいえはい

はい いいえ

１ ２

１ ２ いいえ２はい１

女性労働者の労働実態及び男女平等・健康実態調査

《悪い例》

《良い例》

・間違えた場合は、消しゴムで消してください。
・鉛筆かシャープペンシルで記入してください。

【記入上の注意】

・該当する項目（数字）に○をつけてください。 ※○は、枠からはみ出さないように記入してください。×印も不可です。

Ｄ．あなたの年齢は？

Ｃ．あなたの勤務形態はどのようになっていますか？

Ｂ－１．あなたの雇用形態は次のいずれですか

　　（あてはまる項目を３つ以内でお答えください）

北海道１ 青　森２ 岩　手３ 宮　城４ 秋　田５ 山　形６

茨　城福　島７ ８ ９ 栃　木 群　馬１０ 埼　玉１１ 千　葉１２

神奈川東　京１３ １４ 新　潟１５ 富　山１６ 石　川１７ 福　井１８

長　野山　梨 静　岡岐　阜 ２２２１２０１９ 三　重愛　知 ２４２３

京　都滋　賀２５ ２６ 大　阪２７ 兵　庫２８ 奈　良２９ 和歌山３０

島　根鳥　取３１ ３２ 岡　山３３ 広　島３４ 山　口３５ 徳　島３６

愛　媛香　川３７ ３８ 高　知３９ 福　岡４０ 佐　賀４１ 長　崎４２

大　分熊　本 ４４４３ 宮　崎 鹿児島４６４５ 沖　縄４７

あなたの職場の所在する都道府県に○を付けてください。Ⅲ．

あなたの組合が加入している単産名に○を付けてください。Ⅱ．

Ⅰ．

ご協力いただきまして、ありがとうございました。
アンケート回答項目は以上です。

子育て・介護などのため

自分の専門・能力を活かすため

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

３

１

４

２

５

Ｂ－３．現在複数以上の仕事をしていますか（内職を含む）

していない（仕事は１つ） ２つ

３つ ４つ ５つ以上

Ｅ．あなたの家計は何人の収入でまかなわれていますか。

１人で（単身） １人で（扶養者あり）

共働き（一方が非正規） 共働き（双方とも正規）

共働き（双方とも非正規）

７

１

５

３

２

６

４

８

９ １０

１１ １２

身体がだるい

いつもねむい

頭痛がしたり頭が重い

腰がだるい、重い、痛い

胃の調子が悪い

声がかれる 発汗・のぼせ

頭がぼんやりしたりさえない

朝起きた時気分がすぐれない

４

７

１

５

８

２

６

３

８時間程度またはそれ以上９

４時間程度または未満 ４．５時間程度

６時間程度

７．５時間程度

５時間程度

６．５時間程度

７時間程度

５．５時間程度

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

仕事が多忙 人員不足で職場の体制がない

同僚への気兼ね 自分の責任のある会議等があった

１ ２ある ない

７

１０９

８

２

６５

３ ４

１ 心配ごとがある

根気が続かない

ささいなことが気になる

出勤したくない

５ ６

４３

１ ２就業規則にない 無給のためとらない

請求申請の手続きが面倒

上司のいやがらせがある

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

苦痛でないので必要ない

正規社員になりたかったがなれなかった

その他（　　　　　　　　　　）
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４ ３交替勤制務がある２交替制勤務がある

５ ６

７ ８ その他（　　　　　　　　　　　　　　）

９ １０ １１

１ ２

３ ４

５ ６

７

７ ８

９ １０

１１

　TEL　03-5842-5611　FAX　03-5842-5620
【問い合わせ先】　全労連女性部

【お願い】

部は、女性労働者の実態をあきらかにするため　全労連女性

１．

個人的なことが外部に漏れるこ
すべてコンピューターに

趣旨をご理解の上ご協力を

　とはありません。

　お願いします。調査は無記名で、
　よって統計的に分析され、

項目が多岐にわたりますが、

　〒113-8462　東京都文京区湯島２-４-４　全労連会館４Ｆ

２．記入済の調査票は、用紙を配布した組合に渡して下さ
　い。組合を通さず、個人として依頼された方は、直接
　全労連に返送してください。

正規のような働き方ができないと思った

１５～１９歳

３５～３９歳

５５～５９歳

２０～２４歳

４０～４４歳

６０～６４歳

２５～２９歳

４５～４９歳

６５歳以上

３０～３４歳

５０～５４歳

首筋や肩がこる

人員の不足や仕事の多忙で
職場の雰囲気としてとりにくい

休むと評価が下がるような
気がする

制度があることを知らなかった

はずかしい、生理であることを

生休はとるべきでないと思うから

知られたくない

健康・労働・男女平等（不妊治療の実態も含む）に関する職場実態や
仕事を続ける上での要求・ご意見などをなんでも自由にお書きください。

なにかでパーッとうさばらしをしたい

自分が他人より劣っていると
思えてしかたがない

自分の好きなことでも
やる気がしない

家に帰っても仕事のことが
気にかかって困る

したことがカンにさわる
なんとなくイライラし、ちょっと

　　【妊娠中の方は妊娠していない時の生理の状態をお答えください】

月経異常（月経過多）

順調である

４

１

（母性保護）

月経異常（無月経）

時々不順２

５

不順である

閉経している６

３

2020年4月　全国労働組合総連合女性部

新聞労連

建交労

日本医労連

全損保

２１

全教

１７

９

１３

５

１

その他労組

自交総連

民放労連

国公労連

全農協労連１８

２２

郵政U

１９

２３

生協労連 全印総連

福祉保育労

６

１０

１４

２

１１

１５

７

３

出版労連 ２０

映演労連

金融労連

自治労連

１２

１６

８

検数労連４

特殊法人労連

１５１４研究職１３

建設関係金融１６ １７ 通信関係１８ １９

教職員

　　※区別がつきにくい場合もおおよそ近いものを選んでください。

看護師清掃

Ａ．あなたの仕事は次のうちいずれになりますか？

一般事務

保育士

調理

９

５１

１０６

２ 製造

学童保育１１

７

３

１２

８

４

運輸・
交通関係

その他

外交・
営業

マスコミ
関係

販売・店員

・技術職
その他専門介護・

福祉職場

正社員・正規職員

４

１

派遣

非正規・非常勤（有期）非正規・非常勤（無期）２

５

３

６ その他

毎潮時とっている

毎潮時飲む

１

１

ときどきとっている

ときどき飲む

２

２

とっていない

飲まない

３

３

３

１

４

２ 受けている

受ける予定がある 受けていない

５

３

１

６

４

２ 同僚の理解及び協力

労働時間の柔軟性（フレックス制の導入など）

不妊治療について理解を得るための啓蒙活動（例：厚生労働省の

不妊治療と分からないような名称にする（女性の休暇を総称することで）

その他

フリーランス・個人請負

ＪＭＩＴＵ

5年毎に、調査を行っています。
　調査は法整備にむけた運動、女性労働者の労働条件改善と
地位向上のために活用します。

組合に入っていない

時差勤務・早番・遅番がある

１０５分程度

６０分程度

１５分程度または未満

４

７

１

７５分程度

３０分程度

１２０分程度かそれ以上

５

８

２

９０分程度６

４５分程度３

２０時間未満

３０時間以上４０時間以下 ４０時間超

G．あなたの通常の通勤ルート・手段による片道の「通勤時間」は？

腕や手足・膝・関節の痛みやしびれ

目が疲れる、目がしょぼしょぼする

眠れない１３ １４ １５その他 ない

ゆううつな気分がする １１ない

無給になる

　　　「生理休暇」がとれない理由はなんですか？

過去に受けたことがある

　　　　（当てはまる項目を３つ以内でお答えください。）

まわりに話せる 仕事と治療時間の調整

治療のための休暇
昇給、昇格が差別されない
（昇給・昇格の保証）

７

８

９

１０

１１

１２

不妊治療連絡カード等の活用、上司、同僚の研修）

F．あなたの１週間の所定内労働（平均した勤務時間合計）は？

２０時間以上３０時間未満

組合名又は支部名を記入してください。

全労連・全国一般

日勤

４ ５ その他

雇止めなど不利益取り扱いへの不安

上司の理解及び協力

不妊治療休暇、時間等の制度の整備

国・自治体などの助成金（年齢、回数制限がなく、すべての治療）

問１２．あなたは最近、次のような症状がありますか？（複数回答可）

問１３．最近以下のようなことがありますか？（複数回答可）

問１４－１．あなたは具合が悪くても仕事を休めなかったことがありますか。

問１４－２．「ある」と答えた方は、その主な理由は何ですか？

問１５．１日の睡眠時間は、平均してどの程度ですか？

問１６．あなたの月経の周期はどうですか？

問１７．月経時に鎮痛剤を使用していますか？

問１８．「生理休暇」をとっていますか？

問１９．問１８で◯２◯３を選んだ方のみお答えください。

問２０．「不妊治療について」
問２０－１．「不妊治療」を受けていたことがありますか

問２０－２．不妊治療と仕事の両立に必要と思われることは何ですか。

【問１７～１９は、問１６で①～④と回答された月経のある方のみ答えてください】

不妊治療をしていることを

【問２０－２は、問２０－１で◯１～◯３と回答されていた方のみ答えてください】

Ｂ－２．Ｂ－１で◯２・◯３・◯４・◯５・◯６と回答した人にお聞きします。
　　　　◯１以外の雇用形態を選んだ特に強い理由を１つ選んでください。

２０２5年月４月　全国労働組合総連合女性部

B－２．B－1で②・③・④・⑤・⑥と回答した人にお聞きします。
　　　　①以外の雇用形態で働いている特に強い理由を１つ選んでください。

Ⅱ． あなたの組合が加入している単産名に○を付けてください。
１ 建交労 2 ＪＭＩＴＵ 3 自交総連 4 検数労連

5 生協労連 6 全労連・全国一般 7 金融労連 8 全印総連

9 民放労連  10 映演労連  11 日本医労連  12 福祉保育労

 13 国公労連  14 自治労連  15 全教  16 郵政U

 17 出版労連  18 全損保  19 全農協労連  20 新聞労連

 21 その他労組  22 組合に入っていない

不妊治療をしていることを
まわりに話せる環境

女性労働者の労働実態及びジェンダー平等・健康実態調査

健康・労働・ジェンダー平等（不妊治療の実態も含む）に関する職場実態
や仕事を続ける上での要求・ご意見などをなんでも自由にお書きください。



　　　時間（いわゆる「サービス残業」）は通算どの程度ありましたか？

２

１ 休養 組合活動等

親の介護

３

２

１

１ ２

３ ４

５ ６

７ ８

４３

２１

問４－３．あなたは年休をなんのために使いましたか？

（働き方について）

（雇用における男女平等）

１ ある ない 計画策定中 わからない２ ３ ４

問３－１．最近の１か月間の職場での残業時間（超勤時間数）はどのくらいですか？

１０

７

４

１

８

５

９

６

２ ３

４

７

１

５

８

２

６

３

５

３１

４

２自由にとれる

冠婚葬祭

２

４ ５ ６

３

７ ８

その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

７

４

１

８

５

２

６

３まったくとれない １～２日 ３～５日

６～１０日 １１～１５日 １６～２０日

２１日以上

３ ４

２１

欠勤した

介護休業をとった

年休をとった

短期の介護休暇をとった

その他の休暇・休職をとった

休んでもすることがない

などに迷惑がかかる
顧客や利用者・生徒・患者

のために残しておく
自分や家族の病気や急な用事 要員不足のため

職場の雰囲気でとりにくい

性的な関係を迫られた体を触られる等があった

ことばでセクハラをうけた

解雇をせまる、任用を継続しない等受け取れる言動があった

私生活について非難されたり不当な干渉があった

意図的に仕事を外された

暴力や無視等の対応を受けた

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

適切でない表現で指示、指導を受けた（人格否定、差別的発言、怒鳴るなど）

適切でないタイミングや場所で指示、指導を受けた（部下や大勢の人の前など）

代替要員の配置

所得保障の増額 一時金の支給

申請手続きの改善

期間の延長

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

すこしとりにくい

１

７

５

３

２

８

６

４

賃金の引き上げ

休日・休暇の増加

変形労働の是正

９ 時間外・休日・深夜労働の割増率の引き上げ

母性保護拡充

リストラ「合理化」をやめる

１０ １１

１２

１４ １５

１６ １７

１８ １９

２０ ２１

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

教育訓練・研修制度の改善・拡充

１ ２ ３強く感じる ときどき感じる 感じない

１ ２

４３

６５

能力以上の目標が課せられてきつい

７ ８

９

いつも仕事のことが頭から
はなれない いない

職場の人間関係が難しい

多忙で身体的・精神的にきつい

新しい技術や機器の導入で大変経験や技能が生かされていない

仕事に見合った賃金が払われて

労働条件・賃金の均等待遇

正社員化

人間関係の改善

労働密度・ノルマの改善

退職金の引き上げ

労働時間の短縮人員増

早出・残業の規制

労働安全衛生・職場環境の改善
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問３．主たる勤務先の残業（超過勤務）について

　　　（おもな理由を３つ以内でお答えください）

（過去３年以内の介護休暇・休業について）

問５－３．介護休業（休暇）を取りやすくするため、もっとも要求したい
　　　　ことはなんですか？
　　　（最も要求したい項目を３つ以内でお答えください）

（過去３年以内のハラスメントに関して）

問４－１．年休は、とりたいときにとれますか？

９

旅行・趣味

５ 休むと評価が下がるような気がする ６

７

ヘルパー・介護保険制度を利用した

介護が可能な勤務形態・職種に変えた

問５－１．

４ ５

６ ７ ８

９

不払い（サービス）残業の一掃

問３－２．最近の１か月間、超過勤務で仕事をしても、お金が支払われない

年休がない（勤続６か月未満）

状態」の緩和
取得要件など「２週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする

雇用された時の条件と実際の
仕事内容がちがう

成果・業績賃金の人事管理をやめる

残業なし

２０～３０時間未満

５０～６０時間未満

１００時間以上

１～１０時間未満

３０～４０時間未満

６０～８０時間未満

１０～２０時間未満

４０～５０時間未満

８０～１００時間未満

まったくない

１０～２０時間未満

４０～５０時間未満

３０分～５時間未満

２０～３０時間未満

５０時間以上

５～１０時間未満

３０～４０時間未満

その他

　　　　比べ不当に差別されていると思いますか。
問１－１．あなたの今の職場では、仕事の内容や待遇面で、女性は男性に

　　　（おもな理由を３つ以内でお答えください）

仲間に迷惑がかかるから

収入を確保するため勤務成績に影響するから ８

６

残業を組み込んだ業務だから

上司の命令だから

２

４

５

３

１

顧客・利用者・患者・生徒など
に迷惑がかかるから

６

女性を幹部職員に登用しない

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

差別はない１２

１１

１０９

８７

採用に男女差がある

昇進・昇格に差別がある３

５

１ 賃金に差別がある

能力を正当に評価しない４

２

補助的な仕事しかやらせて
もらえない 重要な仕事につかせてもらえない

企画・プロジェクトなど社内の

結婚したり子どもが生まれたりす
ると勤め続けにくい雰囲気がある

女性は定年まで勤め続け
にくい雰囲気がある

教育・訓練を受ける機会が
少ない

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

子どもの保育・授業
参観・行事参加 家事など９

１０ １１不妊治療

９

退職した

看護休暇を取得しなかった方にお聞きします。

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）９

制度があるのを知らなかった

申請したが認められなかった

就業規則にない

　　　　
問５－２．

手続きがめんどうでとらなかった

無給・介護休業手当金が少ないなど、経済的理由でとらなかった

８

６

４

３

１

家族（配偶者・子・親など）のために、

７

５

必要としたが、介護・

２

自分以外の介護者がいて必要なかった

人員不足や職場の状況からとらなかった

２週間以上の介護・看護を

期間・回数等の条件が悪くとらなかった

（介護休業や短時の介護休暇制度について）

問６．あなたは職場でハラスメント（セクハラ・パワハラ）を受けたこと

卑猥な話・ポスターなど
不快な職場環境

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）１１

職場の相談窓口に訴えた

　　　　（主なものを３つ以内でお答えください）

上司に相談した３

公的な相談窓口に訴えた７

９

５

相手に抗議・拒絶した１

家族に相談した４

退職した裁判に訴えた８ １０

６

同僚・友人に相談した２

３

１

４

　　　　抗議や相談の結果ハラスメントは解決しましたか？

２解決した しなかった

不利益な扱いをされた

（雇用に関する不安や要求）

ときどき思ういつも思っている ２１ 思わない３

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　要求を３つ以内でお答えください

２２

２３

ハラスメント根絶 定年延長

病気加療中健康に大変不安がある ４３

には回復している
疲れを感じるが、次の日まで

健康にやや不安がある

いつも疲れている疲れが翌日に残ることが多い

特に疲れは感じない

（現在の健康状態について）

健康である１

３

１

４

２

２

取得できる回数を
増やす

だれにも言わずに耐えた

労働組合に相談した

両立支援制度の改善 １３

昇進差別是正など男女平等実現

※　有期雇用契約が５年を超えて更新された場合、有期契約労働者の申し
　　込みにより、期間の定めのない労働契約に転換されます

その他５対応中

問７－２．◯１～◯８を答えた方にお聞きします。

５

６

７ ８

９ １０

１１

１２

１３

１４ハラスメントはない

　　　がありますか？（複数回答可）

共済組合掛け金、社
会保険の掛け金免除

職務外の仕事、または過重な
仕事を押し付けられた

年休や生理休暇など正当な
権利行使が認められなかった

家族（配偶者・子・親など）のために、２週間以上の介護・看護が
　　　必要になった方にお聞きします。（複数回答可）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

問４－４．あなたが年休をとらなかった（とれなかった）理由はなんです

自分の病気・通院 家族の病気・通院

問４－２．あなたは昨年１年間（昨年度）、年休をどれぐらい使いましたか？

問４．年休（年次有給休暇）について

ほとんどとれない

その他６

４

７

１

５

８

２

６

３

１０

９

　　複数仕事をしている人は合算して下さい。

１１

１００万円未満

２００～２５０万円未満

３５０～４００万円未満

６００～７００万円未満

１００～１５０万円未満

２５０～３００万円未満

４００～５００万円未満

７００万円以上

１５０～２００万円未満

３００～３５０万円未満

５００～６００万円未満

H．あなたの年収は税金や社会保険料込みでいくらですか？ 問３－４．残業をする主な理由はなんですか？

自らの責任でやらなければ
ならない仕事だから

７

９

１ ２

問３－３．持ち帰りの残業はありますか？

ティブアクションについて
問２．あなたの職場での女性の採用や昇進・昇格・登用についてのポジ

　　　　それは具体的にどのようなことですか？（複数回答可）

　　　（複数回答可）

※　ポジティブアクションとは…男女差別解消のため、一定期間「女性に
　　特別の機会を与える取組」をすることや「女性を有利に取りあつかう
　　取組」

※　時間外労働または休日労働をさせようとする場合、
　　労基法第３６条の規定により、時間外労働・休日労働
　　協定（３６協定）の締結が必要です。

年休がないといわれた 相談なく、一方的に年休の日を決められた

要員・人手不足だから

※　２０１９年４月から年５日の年休を労働者に取得させること
　　が使用者の義務となりました。（対象：年休が１０日以
　　上付与される労働者）

　　　　か？（主な理由を３つ以内でお答えください）

仕事と子育て・介護との両立が困難 仕事と不妊治療との両立が困難１０

１１

問８－１．あなたは、仕事をやめたいと思うことがありますか？

問９－１．あなたは雇い止めの不安を感じますか？

問９－２．職場の状況について今、もっとも切実な

問１０．あなたの疲れの度合いと回復についてお答えください。

問１１．あなたの今の健康状態はどうですか？

問８－２．設問８－１で①、②と答えた人にお聞きします。（複数回答可）

わかりBOOK

全労連・労働時間
の新ルールまる（ ）

（ ）厚労省・年５日の
年休わかりやすい

解説

厚労省・育児介護
休業法のあらまし（ ）

（ ）厚労省・無期転換
ルールとは

ある ない

問７－１．ハラスメントを受けたことがあると答えた人の対処方法は？
　　　時間（いわゆる「サービス残業」）は通算どの程度ありましたか？

２

１ 休養 組合活動等

親の介護

３

２

１

１ ２

３ ４

５ ６

７ ８

４３

２１

問４－３．あなたは年休をなんのために使いましたか？

（働き方について）

（雇用における男女平等）

１ ある ない 計画策定中 わからない２ ３ ４

問３－１．最近の１か月間の職場での残業時間（超勤時間数）はどのくらいですか？

１０

７

４

１

８

５

９

６

２ ３

４

７

１

５

８

２

６

３

５

３１

４

２自由にとれる

冠婚葬祭

２

４ ５ ６

３

７ ８

その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

７

４

１

８

５

２

６

３まったくとれない １～２日 ３～５日

６～１０日 １１～１５日 １６～２０日

２１日以上

３ ４

２１

欠勤した

介護休業をとった

年休をとった

短期の介護休暇をとった

その他の休暇・休職をとった

休んでもすることがない

などに迷惑がかかる
顧客や利用者・生徒・患者

のために残しておく
自分や家族の病気や急な用事 要員不足のため

職場の雰囲気でとりにくい

性的な関係を迫られた体を触られる等があった

ことばでセクハラをうけた

解雇をせまる、任用を継続しない等受け取れる言動があった

私生活について非難されたり不当な干渉があった

意図的に仕事を外された

暴力や無視等の対応を受けた

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

適切でない表現で指示、指導を受けた（人格否定、差別的発言、怒鳴るなど）

適切でないタイミングや場所で指示、指導を受けた（部下や大勢の人の前など）

代替要員の配置

所得保障の増額 一時金の支給

申請手続きの改善

期間の延長

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

すこしとりにくい

１

７

５

３

２

８

６

４

賃金の引き上げ

休日・休暇の増加

変形労働の是正

９ 時間外・休日・深夜労働の割増率の引き上げ

母性保護拡充

リストラ「合理化」をやめる

１０ １１

１２

１４ １５

１６ １７

１８ １９

２０ ２１

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

教育訓練・研修制度の改善・拡充

１ ２ ３強く感じる ときどき感じる 感じない

１ ２

４３

６５

能力以上の目標が課せられてきつい

７ ８

９

いつも仕事のことが頭から
はなれない いない

職場の人間関係が難しい

多忙で身体的・精神的にきつい

新しい技術や機器の導入で大変経験や技能が生かされていない

仕事に見合った賃金が払われて

労働条件・賃金の均等待遇

正社員化

人間関係の改善

労働密度・ノルマの改善

退職金の引き上げ

労働時間の短縮人員増

早出・残業の規制

労働安全衛生・職場環境の改善
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次ページに続きます

問３．主たる勤務先の残業（超過勤務）について

　　　（おもな理由を３つ以内でお答えください）

（過去３年以内の介護休暇・休業について）

問５－３．介護休業（休暇）を取りやすくするため、もっとも要求したい
　　　　ことはなんですか？
　　　（最も要求したい項目を３つ以内でお答えください）

（過去３年以内のハラスメントに関して）

問４－１．年休は、とりたいときにとれますか？

９

旅行・趣味

５ 休むと評価が下がるような気がする ６

７

ヘルパー・介護保険制度を利用した

介護が可能な勤務形態・職種に変えた

問５－１．

４ ５

６ ７ ８

９

不払い（サービス）残業の一掃

問３－２．最近の１か月間、超過勤務で仕事をしても、お金が支払われない

年休がない（勤続６か月未満）

状態」の緩和
取得要件など「２週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする

雇用された時の条件と実際の
仕事内容がちがう

成果・業績賃金の人事管理をやめる

残業なし

２０～３０時間未満

５０～６０時間未満

１００時間以上

１～１０時間未満

３０～４０時間未満

６０～８０時間未満

１０～２０時間未満

４０～５０時間未満

８０～１００時間未満

まったくない

１０～２０時間未満

４０～５０時間未満

３０分～５時間未満

２０～３０時間未満

５０時間以上

５～１０時間未満

３０～４０時間未満

その他

　　　　比べ不当に差別されていると思いますか。
問１－１．あなたの今の職場では、仕事の内容や待遇面で、女性は男性に

　　　（おもな理由を３つ以内でお答えください）

仲間に迷惑がかかるから

収入を確保するため勤務成績に影響するから ８

６

残業を組み込んだ業務だから

上司の命令だから

２

４

５

３

１

顧客・利用者・患者・生徒など
に迷惑がかかるから

６

女性を幹部職員に登用しない

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

差別はない１２

１１

１０９

８７

採用に男女差がある

昇進・昇格に差別がある３

５

１ 賃金に差別がある

能力を正当に評価しない４

２

補助的な仕事しかやらせて
もらえない 重要な仕事につかせてもらえない

企画・プロジェクトなど社内の

結婚したり子どもが生まれたりす
ると勤め続けにくい雰囲気がある

女性は定年まで勤め続け
にくい雰囲気がある

教育・訓練を受ける機会が
少ない

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

子どもの保育・授業
参観・行事参加 家事など９

１０ １１不妊治療

９

退職した

看護休暇を取得しなかった方にお聞きします。

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）９

制度があるのを知らなかった

申請したが認められなかった

就業規則にない

　　　　
問５－２．

手続きがめんどうでとらなかった

無給・介護休業手当金が少ないなど、経済的理由でとらなかった

８

６

４

３

１

家族（配偶者・子・親など）のために、

７

５

必要としたが、介護・

２

自分以外の介護者がいて必要なかった

人員不足や職場の状況からとらなかった

２週間以上の介護・看護を

期間・回数等の条件が悪くとらなかった

（介護休業や短時の介護休暇制度について）

問６．あなたは職場でハラスメント（セクハラ・パワハラ）を受けたこと

卑猥な話・ポスターなど
不快な職場環境

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）１１

職場の相談窓口に訴えた

　　　　（主なものを３つ以内でお答えください）

上司に相談した３

公的な相談窓口に訴えた７

９

５

相手に抗議・拒絶した１

家族に相談した４

退職した裁判に訴えた８ １０

６

同僚・友人に相談した２

３

１

４

　　　　抗議や相談の結果ハラスメントは解決しましたか？

２解決した しなかった

不利益な扱いをされた

（雇用に関する不安や要求）

ときどき思ういつも思っている ２１ 思わない３

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　要求を３つ以内でお答えください

２２

２３

ハラスメント根絶 定年延長

病気加療中健康に大変不安がある ４３

には回復している
疲れを感じるが、次の日まで

健康にやや不安がある

いつも疲れている疲れが翌日に残ることが多い

特に疲れは感じない

（現在の健康状態について）

健康である１

３

１

４

２

２

取得できる回数を
増やす

だれにも言わずに耐えた

労働組合に相談した

両立支援制度の改善 １３

昇進差別是正など男女平等実現

※　有期雇用契約が５年を超えて更新された場合、有期契約労働者の申し
　　込みにより、期間の定めのない労働契約に転換されます

その他５対応中

問７－２．◯１～◯８を答えた方にお聞きします。

５

６

７ ８

９ １０

１１

１２

１３

１４ハラスメントはない

　　　がありますか？（複数回答可）

共済組合掛け金、社
会保険の掛け金免除

職務外の仕事、または過重な
仕事を押し付けられた

年休や生理休暇など正当な
権利行使が認められなかった

家族（配偶者・子・親など）のために、２週間以上の介護・看護が
　　　必要になった方にお聞きします。（複数回答可）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

問４－４．あなたが年休をとらなかった（とれなかった）理由はなんです

自分の病気・通院 家族の病気・通院

問４－２．あなたは昨年１年間（昨年度）、年休をどれぐらい使いましたか？

問４．年休（年次有給休暇）について

ほとんどとれない

その他６

４

７

１

５

８

２

６

３

１０

９

　　複数仕事をしている人は合算して下さい。

１１

１００万円未満

２００～２５０万円未満

３５０～４００万円未満

６００～７００万円未満

１００～１５０万円未満

２５０～３００万円未満

４００～５００万円未満

７００万円以上

１５０～２００万円未満

３００～３５０万円未満

５００～６００万円未満

H．あなたの年収は税金や社会保険料込みでいくらですか？ 問３－４．残業をする主な理由はなんですか？

自らの責任でやらなければ
ならない仕事だから

７

９

１ ２

問３－３．持ち帰りの残業はありますか？

ティブアクションについて
問２．あなたの職場での女性の採用や昇進・昇格・登用についてのポジ

　　　　それは具体的にどのようなことですか？（複数回答可）

　　　（複数回答可）

※　ポジティブアクションとは…男女差別解消のため、一定期間「女性に
　　特別の機会を与える取組」をすることや「女性を有利に取りあつかう
　　取組」

※　時間外労働または休日労働をさせようとする場合、
　　労基法第３６条の規定により、時間外労働・休日労働
　　協定（３６協定）の締結が必要です。

年休がないといわれた 相談なく、一方的に年休の日を決められた

要員・人手不足だから

※　２０１９年４月から年５日の年休を労働者に取得させること
　　が使用者の義務となりました。（対象：年休が１０日以
　　上付与される労働者）

　　　　か？（主な理由を３つ以内でお答えください）

仕事と子育て・介護との両立が困難 仕事と不妊治療との両立が困難１０

１１

問８－１．あなたは、仕事をやめたいと思うことがありますか？

問９－１．あなたは雇い止めの不安を感じますか？

問９－２．職場の状況について今、もっとも切実な

問１０．あなたの疲れの度合いと回復についてお答えください。

問１１．あなたの今の健康状態はどうですか？

問８－２．設問８－１で①、②と答えた人にお聞きします。（複数回答可）

わかりBOOK

全労連・労働時間
の新ルールまる（ ）

（ ）厚労省・年５日の
年休わかりやすい

解説

厚労省・育児介護
休業法のあらまし（ ）

（ ）厚労省・無期転換
ルールとは

ある ない

問７－１．ハラスメントを受けたことがあると答えた人の対処方法は？

　　　時間（いわゆる「サービス残業」）は通算どの程度ありましたか？

２

１ 休養 組合活動等

親の介護

３

２

１

１ ２

３ ４

５ ６

７ ８

４３

２１

問４－３．あなたは年休をなんのために使いましたか？

（働き方について）

（雇用における男女平等）

１ ある ない 計画策定中 わからない２ ３ ４

問３－１．最近の１か月間の職場での残業時間（超勤時間数）はどのくらいですか？

１０

７

４

１

８

５

９

６

２ ３

４

７

１

５

８

２

６

３

５

３１

４

２自由にとれる

冠婚葬祭

２

４ ５ ６

３

７ ８

その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

７

４

１

８

５

２

６

３まったくとれない １～２日 ３～５日

６～１０日 １１～１５日 １６～２０日

２１日以上

３ ４

２１

欠勤した

介護休業をとった

年休をとった

短期の介護休暇をとった

その他の休暇・休職をとった

休んでもすることがない

などに迷惑がかかる
顧客や利用者・生徒・患者

のために残しておく
自分や家族の病気や急な用事 要員不足のため

職場の雰囲気でとりにくい

性的な関係を迫られた体を触られる等があった

ことばでセクハラをうけた

解雇をせまる、任用を継続しない等受け取れる言動があった

私生活について非難されたり不当な干渉があった

意図的に仕事を外された

暴力や無視等の対応を受けた

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

適切でない表現で指示、指導を受けた（人格否定、差別的発言、怒鳴るなど）

適切でないタイミングや場所で指示、指導を受けた（部下や大勢の人の前など）

代替要員の配置

所得保障の増額 一時金の支給

申請手続きの改善

期間の延長

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

すこしとりにくい

１

７

５

３

２

８

６

４

賃金の引き上げ

休日・休暇の増加

変形労働の是正

９ 時間外・休日・深夜労働の割増率の引き上げ

母性保護拡充

リストラ「合理化」をやめる

１０ １１

１２

１４ １５

１６ １７

１８ １９

２０ ２１

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

教育訓練・研修制度の改善・拡充

１ ２ ３強く感じる ときどき感じる 感じない

１ ２

４３

６５

能力以上の目標が課せられてきつい

７ ８

９

いつも仕事のことが頭から
はなれない いない

職場の人間関係が難しい

多忙で身体的・精神的にきつい

新しい技術や機器の導入で大変経験や技能が生かされていない

仕事に見合った賃金が払われて

労働条件・賃金の均等待遇

正社員化

人間関係の改善

労働密度・ノルマの改善

退職金の引き上げ

労働時間の短縮人員増

早出・残業の規制

労働安全衛生・職場環境の改善
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次ページに続きます

問３．主たる勤務先の残業（超過勤務）について

　　　（おもな理由を３つ以内でお答えください）

（過去３年以内の介護休暇・休業について）

問５－３．介護休業（休暇）を取りやすくするため、もっとも要求したい
　　　　ことはなんですか？
　　　（最も要求したい項目を３つ以内でお答えください）

（過去３年以内のハラスメントに関して）

問４－１．年休は、とりたいときにとれますか？

９

旅行・趣味

５ 休むと評価が下がるような気がする ６

７

ヘルパー・介護保険制度を利用した

介護が可能な勤務形態・職種に変えた

問５－１．

４ ５

６ ７ ８

９

不払い（サービス）残業の一掃

問３－２．最近の１か月間、超過勤務で仕事をしても、お金が支払われない

年休がない（勤続６か月未満）

状態」の緩和
取得要件など「２週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする

雇用された時の条件と実際の
仕事内容がちがう

成果・業績賃金の人事管理をやめる

残業なし

２０～３０時間未満

５０～６０時間未満

１００時間以上

１～１０時間未満

３０～４０時間未満

６０～８０時間未満

１０～２０時間未満

４０～５０時間未満

８０～１００時間未満

まったくない

１０～２０時間未満

４０～５０時間未満

３０分～５時間未満

２０～３０時間未満

５０時間以上

５～１０時間未満

３０～４０時間未満

その他

　　　　比べ不当に差別されていると思いますか。
問１－１．あなたの今の職場では、仕事の内容や待遇面で、女性は男性に

　　　（おもな理由を３つ以内でお答えください）

仲間に迷惑がかかるから

収入を確保するため勤務成績に影響するから ８

６

残業を組み込んだ業務だから

上司の命令だから

２

４

５

３

１

顧客・利用者・患者・生徒など
に迷惑がかかるから

６

女性を幹部職員に登用しない

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

差別はない１２

１１

１０９

８７

採用に男女差がある

昇進・昇格に差別がある３

５

１ 賃金に差別がある

能力を正当に評価しない４

２

補助的な仕事しかやらせて
もらえない 重要な仕事につかせてもらえない

企画・プロジェクトなど社内の

結婚したり子どもが生まれたりす
ると勤め続けにくい雰囲気がある

女性は定年まで勤め続け
にくい雰囲気がある

教育・訓練を受ける機会が
少ない

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

子どもの保育・授業
参観・行事参加 家事など９

１０ １１不妊治療

９

退職した

看護休暇を取得しなかった方にお聞きします。

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）９

制度があるのを知らなかった

申請したが認められなかった

就業規則にない

　　　　
問５－２．

手続きがめんどうでとらなかった

無給・介護休業手当金が少ないなど、経済的理由でとらなかった

８

６

４

３

１

家族（配偶者・子・親など）のために、

７

５

必要としたが、介護・

２

自分以外の介護者がいて必要なかった

人員不足や職場の状況からとらなかった

２週間以上の介護・看護を

期間・回数等の条件が悪くとらなかった

（介護休業や短時の介護休暇制度について）

問６．あなたは職場でハラスメント（セクハラ・パワハラ）を受けたこと

卑猥な話・ポスターなど
不快な職場環境

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）１１

職場の相談窓口に訴えた

　　　　（主なものを３つ以内でお答えください）

上司に相談した３

公的な相談窓口に訴えた７

９

５

相手に抗議・拒絶した１

家族に相談した４

退職した裁判に訴えた８ １０

６

同僚・友人に相談した２

３

１

４

　　　　抗議や相談の結果ハラスメントは解決しましたか？

２解決した しなかった

不利益な扱いをされた

（雇用に関する不安や要求）

ときどき思ういつも思っている ２１ 思わない３

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　要求を３つ以内でお答えください

２２

２３

ハラスメント根絶 定年延長

病気加療中健康に大変不安がある ４３

には回復している
疲れを感じるが、次の日まで

健康にやや不安がある

いつも疲れている疲れが翌日に残ることが多い

特に疲れは感じない

（現在の健康状態について）

健康である１

３

１

４

２

２

取得できる回数を
増やす

だれにも言わずに耐えた

労働組合に相談した

両立支援制度の改善 １３

昇進差別是正など男女平等実現

※　有期雇用契約が５年を超えて更新された場合、有期契約労働者の申し
　　込みにより、期間の定めのない労働契約に転換されます

その他５対応中

問７－２．◯１～◯８を答えた方にお聞きします。

５

６

７ ８

９ １０

１１

１２

１３

１４ハラスメントはない

　　　がありますか？（複数回答可）

共済組合掛け金、社
会保険の掛け金免除

職務外の仕事、または過重な
仕事を押し付けられた

年休や生理休暇など正当な
権利行使が認められなかった

家族（配偶者・子・親など）のために、２週間以上の介護・看護が
　　　必要になった方にお聞きします。（複数回答可）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

問４－４．あなたが年休をとらなかった（とれなかった）理由はなんです

自分の病気・通院 家族の病気・通院

問４－２．あなたは昨年１年間（昨年度）、年休をどれぐらい使いましたか？

問４．年休（年次有給休暇）について

ほとんどとれない

その他６

４

７

１

５

８

２

６

３

１０

９

　　複数仕事をしている人は合算して下さい。

１１

１００万円未満

２００～２５０万円未満

３５０～４００万円未満

６００～７００万円未満

１００～１５０万円未満

２５０～３００万円未満

４００～５００万円未満

７００万円以上

１５０～２００万円未満

３００～３５０万円未満

５００～６００万円未満

H．あなたの年収は税金や社会保険料込みでいくらですか？ 問３－４．残業をする主な理由はなんですか？

自らの責任でやらなければ
ならない仕事だから

７

９

１ ２

問３－３．持ち帰りの残業はありますか？

ティブアクションについて
問２．あなたの職場での女性の採用や昇進・昇格・登用についてのポジ

　　　　それは具体的にどのようなことですか？（複数回答可）

　　　（複数回答可）

※　ポジティブアクションとは…男女差別解消のため、一定期間「女性に
　　特別の機会を与える取組」をすることや「女性を有利に取りあつかう
　　取組」

※　時間外労働または休日労働をさせようとする場合、
　　労基法第３６条の規定により、時間外労働・休日労働
　　協定（３６協定）の締結が必要です。

年休がないといわれた 相談なく、一方的に年休の日を決められた

要員・人手不足だから

※　２０１９年４月から年５日の年休を労働者に取得させること
　　が使用者の義務となりました。（対象：年休が１０日以
　　上付与される労働者）

　　　　か？（主な理由を３つ以内でお答えください）

仕事と子育て・介護との両立が困難 仕事と不妊治療との両立が困難１０

１１

問８－１．あなたは、仕事をやめたいと思うことがありますか？

問９－１．あなたは雇い止めの不安を感じますか？

問９－２．職場の状況について今、もっとも切実な

問１０．あなたの疲れの度合いと回復についてお答えください。

問１１．あなたの今の健康状態はどうですか？

問８－２．設問８－１で①、②と答えた人にお聞きします。（複数回答可）

わかりBOOK

全労連・労働時間
の新ルールまる（ ）

（ ）厚労省・年５日の
年休わかりやすい

解説

厚労省・育児介護
休業法のあらまし（ ）

（ ）厚労省・無期転換
ルールとは

ある ない

問７－１．ハラスメントを受けたことがあると答えた人の対処方法は？

　　　時間（いわゆる「サービス残業」）は通算どの程度ありましたか？

２

１ 休養 組合活動等

親の介護

３

２

１

１ ２

３ ４

５ ６

７ ８

４３

２１

問４－３．あなたは年休をなんのために使いましたか？

（働き方について）

（雇用における男女平等）

１ ある ない 計画策定中 わからない２ ３ ４

問３－１．最近の１か月間の職場での残業時間（超勤時間数）はどのくらいですか？

１０

７

４

１

８

５

９

６

２ ３

４

７

１

５

８

２

６

３

５

３１

４

２自由にとれる

冠婚葬祭

２

４ ５ ６

３

７ ８

その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

７

４

１

８

５

２

６

３まったくとれない １～２日 ３～５日

６～１０日 １１～１５日 １６～２０日

２１日以上

３ ４

２１

欠勤した

介護休業をとった

年休をとった

短期の介護休暇をとった

その他の休暇・休職をとった

休んでもすることがない

などに迷惑がかかる
顧客や利用者・生徒・患者

のために残しておく
自分や家族の病気や急な用事 要員不足のため

職場の雰囲気でとりにくい

性的な関係を迫られた体を触られる等があった

ことばでセクハラをうけた

解雇をせまる、任用を継続しない等受け取れる言動があった

私生活について非難されたり不当な干渉があった

意図的に仕事を外された

暴力や無視等の対応を受けた

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

適切でない表現で指示、指導を受けた（人格否定、差別的発言、怒鳴るなど）

適切でないタイミングや場所で指示、指導を受けた（部下や大勢の人の前など）

代替要員の配置

所得保障の増額 一時金の支給

申請手続きの改善

期間の延長

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

すこしとりにくい

１

７

５

３

２

８

６

４

賃金の引き上げ

休日・休暇の増加

変形労働の是正

９ 時間外・休日・深夜労働の割増率の引き上げ

母性保護拡充

リストラ「合理化」をやめる

１０ １１

１２

１４ １５

１６ １７

１８ １９

２０ ２１

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

教育訓練・研修制度の改善・拡充

１ ２ ３強く感じる ときどき感じる 感じない

１ ２

４３

６５

能力以上の目標が課せられてきつい

７ ８

９

いつも仕事のことが頭から
はなれない いない

職場の人間関係が難しい

多忙で身体的・精神的にきつい

新しい技術や機器の導入で大変経験や技能が生かされていない

仕事に見合った賃金が払われて

労働条件・賃金の均等待遇

正社員化

人間関係の改善

労働密度・ノルマの改善

退職金の引き上げ

労働時間の短縮人員増

早出・残業の規制

労働安全衛生・職場環境の改善
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次ページに続きます

問３．主たる勤務先の残業（超過勤務）について

　　　（おもな理由を３つ以内でお答えください）

（過去３年以内の介護休暇・休業について）

問５－３．介護休業（休暇）を取りやすくするため、もっとも要求したい
　　　　ことはなんですか？
　　　（最も要求したい項目を３つ以内でお答えください）

（過去３年以内のハラスメントに関して）

問４－１．年休は、とりたいときにとれますか？

９

旅行・趣味

５ 休むと評価が下がるような気がする ６

７

ヘルパー・介護保険制度を利用した

介護が可能な勤務形態・職種に変えた

問５－１．

４ ５

６ ７ ８

９

不払い（サービス）残業の一掃

問３－２．最近の１か月間、超過勤務で仕事をしても、お金が支払われない

年休がない（勤続６か月未満）

状態」の緩和
取得要件など「２週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする

雇用された時の条件と実際の
仕事内容がちがう

成果・業績賃金の人事管理をやめる

残業なし

２０～３０時間未満

５０～６０時間未満

１００時間以上

１～１０時間未満

３０～４０時間未満

６０～８０時間未満

１０～２０時間未満

４０～５０時間未満

８０～１００時間未満

まったくない

１０～２０時間未満

４０～５０時間未満

３０分～５時間未満

２０～３０時間未満

５０時間以上

５～１０時間未満

３０～４０時間未満

その他

　　　　比べ不当に差別されていると思いますか。
問１－１．あなたの今の職場では、仕事の内容や待遇面で、女性は男性に

　　　（おもな理由を３つ以内でお答えください）

仲間に迷惑がかかるから

収入を確保するため勤務成績に影響するから ８

６

残業を組み込んだ業務だから

上司の命令だから

２

４

５

３

１

顧客・利用者・患者・生徒など
に迷惑がかかるから

６

女性を幹部職員に登用しない

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

差別はない１２

１１

１０９

８７

採用に男女差がある

昇進・昇格に差別がある３

５

１ 賃金に差別がある

能力を正当に評価しない４

２

補助的な仕事しかやらせて
もらえない 重要な仕事につかせてもらえない

企画・プロジェクトなど社内の

結婚したり子どもが生まれたりす
ると勤め続けにくい雰囲気がある

女性は定年まで勤め続け
にくい雰囲気がある

教育・訓練を受ける機会が
少ない

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

子どもの保育・授業
参観・行事参加 家事など９

１０ １１不妊治療

９

退職した

看護休暇を取得しなかった方にお聞きします。

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）９

制度があるのを知らなかった

申請したが認められなかった

就業規則にない

　　　　
問５－２．

手続きがめんどうでとらなかった

無給・介護休業手当金が少ないなど、経済的理由でとらなかった

８

６

４

３

１

家族（配偶者・子・親など）のために、

７

５

必要としたが、介護・

２

自分以外の介護者がいて必要なかった

人員不足や職場の状況からとらなかった

２週間以上の介護・看護を

期間・回数等の条件が悪くとらなかった

（介護休業や短時の介護休暇制度について）

問６．あなたは職場でハラスメント（セクハラ・パワハラ）を受けたこと

卑猥な話・ポスターなど
不快な職場環境

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）１１

職場の相談窓口に訴えた

　　　　（主なものを３つ以内でお答えください）

上司に相談した３

公的な相談窓口に訴えた７

９

５

相手に抗議・拒絶した１

家族に相談した４

退職した裁判に訴えた８ １０

６

同僚・友人に相談した２

３

１

４

　　　　抗議や相談の結果ハラスメントは解決しましたか？

２解決した しなかった

不利益な扱いをされた

（雇用に関する不安や要求）

ときどき思ういつも思っている ２１ 思わない３

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　要求を３つ以内でお答えください

２２

２３

ハラスメント根絶 定年延長

病気加療中健康に大変不安がある ４３

には回復している
疲れを感じるが、次の日まで

健康にやや不安がある

いつも疲れている疲れが翌日に残ることが多い

特に疲れは感じない

（現在の健康状態について）

健康である１

３

１

４

２

２

取得できる回数を
増やす

だれにも言わずに耐えた

労働組合に相談した

両立支援制度の改善 １３

昇進差別是正など男女平等実現

※　有期雇用契約が５年を超えて更新された場合、有期契約労働者の申し
　　込みにより、期間の定めのない労働契約に転換されます

その他５対応中

問７－２．◯１～◯８を答えた方にお聞きします。

５

６

７ ８

９ １０

１１

１２

１３

１４ハラスメントはない

　　　がありますか？（複数回答可）

共済組合掛け金、社
会保険の掛け金免除

職務外の仕事、または過重な
仕事を押し付けられた

年休や生理休暇など正当な
権利行使が認められなかった

家族（配偶者・子・親など）のために、２週間以上の介護・看護が
　　　必要になった方にお聞きします。（複数回答可）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

問４－４．あなたが年休をとらなかった（とれなかった）理由はなんです

自分の病気・通院 家族の病気・通院

問４－２．あなたは昨年１年間（昨年度）、年休をどれぐらい使いましたか？

問４．年休（年次有給休暇）について

ほとんどとれない

その他６

４

７

１

５

８

２

６

３

１０

９

　　複数仕事をしている人は合算して下さい。

１１

１００万円未満

２００～２５０万円未満

３５０～４００万円未満

６００～７００万円未満

１００～１５０万円未満

２５０～３００万円未満

４００～５００万円未満

７００万円以上

１５０～２００万円未満

３００～３５０万円未満

５００～６００万円未満

H．あなたの年収は税金や社会保険料込みでいくらですか？ 問３－４．残業をする主な理由はなんですか？

自らの責任でやらなければ
ならない仕事だから

７

９

１ ２

問３－３．持ち帰りの残業はありますか？

ティブアクションについて
問２．あなたの職場での女性の採用や昇進・昇格・登用についてのポジ

　　　　それは具体的にどのようなことですか？（複数回答可）

　　　（複数回答可）

※　ポジティブアクションとは…男女差別解消のため、一定期間「女性に
　　特別の機会を与える取組」をすることや「女性を有利に取りあつかう
　　取組」

※　時間外労働または休日労働をさせようとする場合、
　　労基法第３６条の規定により、時間外労働・休日労働
　　協定（３６協定）の締結が必要です。

年休がないといわれた 相談なく、一方的に年休の日を決められた

要員・人手不足だから

※　２０１９年４月から年５日の年休を労働者に取得させること
　　が使用者の義務となりました。（対象：年休が１０日以
　　上付与される労働者）

　　　　か？（主な理由を３つ以内でお答えください）

仕事と子育て・介護との両立が困難 仕事と不妊治療との両立が困難１０

１１

問８－１．あなたは、仕事をやめたいと思うことがありますか？

問９－１．あなたは雇い止めの不安を感じますか？

問９－２．職場の状況について今、もっとも切実な

問１０．あなたの疲れの度合いと回復についてお答えください。

問１１．あなたの今の健康状態はどうですか？

問８－２．設問８－１で①、②と答えた人にお聞きします。（複数回答可）

わかりBOOK

全労連・労働時間
の新ルールまる（ ）

（ ）厚労省・年５日の
年休わかりやすい

解説

厚労省・育児介護
休業法のあらまし（ ）

（ ）厚労省・無期転換
ルールとは

ある ない

問７－１．ハラスメントを受けたことがあると答えた人の対処方法は？

　　　時間（いわゆる「サービス残業」）は通算どの程度ありましたか？

２

１ 休養 組合活動等

親の介護

３

２

１

１ ２

３ ４

５ ６

７ ８

４３

２１

問４－３．あなたは年休をなんのために使いましたか？

（働き方について）

（雇用における男女平等）

１ ある ない 計画策定中 わからない２ ３ ４

問３－１．最近の１か月間の職場での残業時間（超勤時間数）はどのくらいですか？

１０

７

４

１

８

５

９

６

２ ３

４

７

１

５

８

２

６

３

５

３１

４

２自由にとれる

冠婚葬祭

２

４ ５ ６

３

７ ８

その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

７

４

１

８

５

２

６

３まったくとれない １～２日 ３～５日

６～１０日 １１～１５日 １６～２０日

２１日以上

３ ４

２１

欠勤した

介護休業をとった

年休をとった

短期の介護休暇をとった

その他の休暇・休職をとった

休んでもすることがない

などに迷惑がかかる
顧客や利用者・生徒・患者

のために残しておく
自分や家族の病気や急な用事 要員不足のため

職場の雰囲気でとりにくい

性的な関係を迫られた体を触られる等があった

ことばでセクハラをうけた

解雇をせまる、任用を継続しない等受け取れる言動があった

私生活について非難されたり不当な干渉があった

意図的に仕事を外された

暴力や無視等の対応を受けた

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

適切でない表現で指示、指導を受けた（人格否定、差別的発言、怒鳴るなど）

適切でないタイミングや場所で指示、指導を受けた（部下や大勢の人の前など）

代替要員の配置

所得保障の増額 一時金の支給

申請手続きの改善

期間の延長

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

すこしとりにくい

１

７

５

３

２

８

６

４

賃金の引き上げ

休日・休暇の増加

変形労働の是正

９ 時間外・休日・深夜労働の割増率の引き上げ

母性保護拡充

リストラ「合理化」をやめる

１０ １１

１２

１４ １５

１６ １７

１８ １９

２０ ２１

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

教育訓練・研修制度の改善・拡充

１ ２ ３強く感じる ときどき感じる 感じない

１ ２

４３

６５

能力以上の目標が課せられてきつい

７ ８

９

いつも仕事のことが頭から
はなれない いない

職場の人間関係が難しい

多忙で身体的・精神的にきつい

新しい技術や機器の導入で大変経験や技能が生かされていない

仕事に見合った賃金が払われて

労働条件・賃金の均等待遇

正社員化

人間関係の改善

労働密度・ノルマの改善

退職金の引き上げ

労働時間の短縮人員増

早出・残業の規制

労働安全衛生・職場環境の改善
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次ページに続きます

問３．主たる勤務先の残業（超過勤務）について

　　　（おもな理由を３つ以内でお答えください）

（過去３年以内の介護休暇・休業について）

問５－３．介護休業（休暇）を取りやすくするため、もっとも要求したい
　　　　ことはなんですか？
　　　（最も要求したい項目を３つ以内でお答えください）

（過去３年以内のハラスメントに関して）

問４－１．年休は、とりたいときにとれますか？

９

旅行・趣味

５ 休むと評価が下がるような気がする ６

７

ヘルパー・介護保険制度を利用した

介護が可能な勤務形態・職種に変えた

問５－１．

４ ５

６ ７ ８

９

不払い（サービス）残業の一掃

問３－２．最近の１か月間、超過勤務で仕事をしても、お金が支払われない

年休がない（勤続６か月未満）

状態」の緩和
取得要件など「２週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする

雇用された時の条件と実際の
仕事内容がちがう

成果・業績賃金の人事管理をやめる

残業なし

２０～３０時間未満

５０～６０時間未満

１００時間以上

１～１０時間未満

３０～４０時間未満

６０～８０時間未満

１０～２０時間未満

４０～５０時間未満

８０～１００時間未満

まったくない

１０～２０時間未満

４０～５０時間未満

３０分～５時間未満

２０～３０時間未満

５０時間以上

５～１０時間未満

３０～４０時間未満

その他

　　　　比べ不当に差別されていると思いますか。
問１－１．あなたの今の職場では、仕事の内容や待遇面で、女性は男性に

　　　（おもな理由を３つ以内でお答えください）

仲間に迷惑がかかるから

収入を確保するため勤務成績に影響するから ８

６

残業を組み込んだ業務だから

上司の命令だから

２

４

５

３

１

顧客・利用者・患者・生徒など
に迷惑がかかるから

６

女性を幹部職員に登用しない

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

差別はない１２

１１

１０９

８７

採用に男女差がある

昇進・昇格に差別がある３

５

１ 賃金に差別がある

能力を正当に評価しない４

２

補助的な仕事しかやらせて
もらえない 重要な仕事につかせてもらえない

企画・プロジェクトなど社内の

結婚したり子どもが生まれたりす
ると勤め続けにくい雰囲気がある

女性は定年まで勤め続け
にくい雰囲気がある

教育・訓練を受ける機会が
少ない

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

子どもの保育・授業
参観・行事参加 家事など９

１０ １１不妊治療

９

退職した

看護休暇を取得しなかった方にお聞きします。

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）９

制度があるのを知らなかった

申請したが認められなかった

就業規則にない

　　　　
問５－２．

手続きがめんどうでとらなかった

無給・介護休業手当金が少ないなど、経済的理由でとらなかった

８

６

４

３

１

家族（配偶者・子・親など）のために、

７

５

必要としたが、介護・

２

自分以外の介護者がいて必要なかった

人員不足や職場の状況からとらなかった

２週間以上の介護・看護を

期間・回数等の条件が悪くとらなかった

（介護休業や短時の介護休暇制度について）

問６．あなたは職場でハラスメント（セクハラ・パワハラ）を受けたこと

卑猥な話・ポスターなど
不快な職場環境

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）１１

職場の相談窓口に訴えた

　　　　（主なものを３つ以内でお答えください）

上司に相談した３

公的な相談窓口に訴えた７

９

５

相手に抗議・拒絶した１

家族に相談した４

退職した裁判に訴えた８ １０

６

同僚・友人に相談した２

３

１

４

　　　　抗議や相談の結果ハラスメントは解決しましたか？

２解決した しなかった

不利益な扱いをされた

（雇用に関する不安や要求）

ときどき思ういつも思っている ２１ 思わない３

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　要求を３つ以内でお答えください

２２

２３

ハラスメント根絶 定年延長

病気加療中健康に大変不安がある ４３

には回復している
疲れを感じるが、次の日まで

健康にやや不安がある

いつも疲れている疲れが翌日に残ることが多い

特に疲れは感じない

（現在の健康状態について）

健康である１

３

１

４

２

２

取得できる回数を
増やす

だれにも言わずに耐えた

労働組合に相談した

両立支援制度の改善 １３

昇進差別是正など男女平等実現

※　有期雇用契約が５年を超えて更新された場合、有期契約労働者の申し
　　込みにより、期間の定めのない労働契約に転換されます

その他５対応中

問７－２．◯１～◯８を答えた方にお聞きします。

５

６

７ ８

９ １０

１１

１２

１３

１４ハラスメントはない

　　　がありますか？（複数回答可）

共済組合掛け金、社
会保険の掛け金免除

職務外の仕事、または過重な
仕事を押し付けられた

年休や生理休暇など正当な
権利行使が認められなかった

家族（配偶者・子・親など）のために、２週間以上の介護・看護が
　　　必要になった方にお聞きします。（複数回答可）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

問４－４．あなたが年休をとらなかった（とれなかった）理由はなんです

自分の病気・通院 家族の病気・通院

問４－２．あなたは昨年１年間（昨年度）、年休をどれぐらい使いましたか？

問４．年休（年次有給休暇）について

ほとんどとれない

その他６

４

７

１

５

８

２

６

３

１０

９

　　複数仕事をしている人は合算して下さい。

１１

１００万円未満

２００～２５０万円未満

３５０～４００万円未満

６００～７００万円未満

１００～１５０万円未満

２５０～３００万円未満

４００～５００万円未満

７００万円以上

１５０～２００万円未満

３００～３５０万円未満

５００～６００万円未満

H．あなたの年収は税金や社会保険料込みでいくらですか？ 問３－４．残業をする主な理由はなんですか？

自らの責任でやらなければ
ならない仕事だから

７

９

１ ２

問３－３．持ち帰りの残業はありますか？

ティブアクションについて
問２．あなたの職場での女性の採用や昇進・昇格・登用についてのポジ

　　　　それは具体的にどのようなことですか？（複数回答可）

　　　（複数回答可）

※　ポジティブアクションとは…男女差別解消のため、一定期間「女性に
　　特別の機会を与える取組」をすることや「女性を有利に取りあつかう
　　取組」

※　時間外労働または休日労働をさせようとする場合、
　　労基法第３６条の規定により、時間外労働・休日労働
　　協定（３６協定）の締結が必要です。

年休がないといわれた 相談なく、一方的に年休の日を決められた

要員・人手不足だから

※　２０１９年４月から年５日の年休を労働者に取得させること
　　が使用者の義務となりました。（対象：年休が１０日以
　　上付与される労働者）

　　　　か？（主な理由を３つ以内でお答えください）

仕事と子育て・介護との両立が困難 仕事と不妊治療との両立が困難１０

１１

問８－１．あなたは、仕事をやめたいと思うことがありますか？

問９－１．あなたは雇い止めの不安を感じますか？

問９－２．職場の状況について今、もっとも切実な

問１０．あなたの疲れの度合いと回復についてお答えください。

問１１．あなたの今の健康状態はどうですか？

問８－２．設問８－１で①、②と答えた人にお聞きします。（複数回答可）

わかりBOOK

全労連・労働時間
の新ルールまる（ ）

（ ）厚労省・年５日の
年休わかりやすい

解説

厚労省・育児介護
休業法のあらまし（ ）

（ ）厚労省・無期転換
ルールとは

ある ない

問７－１．ハラスメントを受けたことがあると答えた人の対処方法は？

１ 期間の延長 2 人員増

3 取得要件など「２週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする
状態」の緩和

4 取得できる回数を
増やす 5 所得保障の増額 6 一時金の支給

7 代替要員の配置 8 申請手続きの改善 9 共済組合掛け金、社
会保険の掛け金免除

 10 その他（� ）

 13 客や利用者、取引先等からのハラスメント

 14 その他（� ）

 15 ハラスメントはない

労働組合に相談した

同僚・友人に相談した

（雇用におけるジェンダー平等）

※ �ポジティブアクションとは…男女格差是正の目標にむけて、一定期間、
女性に特別の機会を与えたり、女性を有利に取りあつかうことで、実
質的平等に近づけるとりくみ。

（介護休業や短時間の介護休暇制度について） 厚労省・育児介護
休業法のあらまし（ ）

　　　時間（いわゆる「サービス残業」）は通算どの程度ありましたか？

２

１ 休養 組合活動等

親の介護

３

２

１

１ ２

３ ４

５ ６

７ ８

４３

２１

問４－３．あなたは年休をなんのために使いましたか？

（働き方について）

（雇用における男女平等）

１ ある ない 計画策定中 わからない２ ３ ４

問３－１．最近の１か月間の職場での残業時間（超勤時間数）はどのくらいですか？

１０

７

４

１

８

５

９

６

２ ３

４

７

１

５

８

２

６

３

５

３１

４

２自由にとれる

冠婚葬祭

２

４ ５ ６

３

７ ８

その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

７

４

１

８

５

２

６

３まったくとれない １～２日 ３～５日

６～１０日 １１～１５日 １６～２０日

２１日以上

３ ４

２１

欠勤した

介護休業をとった

年休をとった

短期の介護休暇をとった

その他の休暇・休職をとった

休んでもすることがない

などに迷惑がかかる
顧客や利用者・生徒・患者

のために残しておく
自分や家族の病気や急な用事 要員不足のため

職場の雰囲気でとりにくい

性的な関係を迫られた体を触られる等があった

ことばでセクハラをうけた

解雇をせまる、任用を継続しない等受け取れる言動があった

私生活について非難されたり不当な干渉があった

意図的に仕事を外された

暴力や無視等の対応を受けた

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

適切でない表現で指示、指導を受けた（人格否定、差別的発言、怒鳴るなど）

適切でないタイミングや場所で指示、指導を受けた（部下や大勢の人の前など）

代替要員の配置

所得保障の増額 一時金の支給

申請手続きの改善

期間の延長

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

すこしとりにくい

１

７

５

３

２

８

６

４

賃金の引き上げ

休日・休暇の増加

変形労働の是正

９ 時間外・休日・深夜労働の割増率の引き上げ

母性保護拡充

リストラ「合理化」をやめる

１０ １１

１２

１４ １５

１６ １７

１８ １９

２０ ２１

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

教育訓練・研修制度の改善・拡充

１ ２ ３強く感じる ときどき感じる 感じない

１ ２

４３

６５

能力以上の目標が課せられてきつい

７ ８

９

いつも仕事のことが頭から
はなれない いない

職場の人間関係が難しい

多忙で身体的・精神的にきつい

新しい技術や機器の導入で大変経験や技能が生かされていない

仕事に見合った賃金が払われて

労働条件・賃金の均等待遇

正社員化

人間関係の改善

労働密度・ノルマの改善

退職金の引き上げ

労働時間の短縮人員増

早出・残業の規制

労働安全衛生・職場環境の改善
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次ページに続きます

問３．主たる勤務先の残業（超過勤務）について

　　　（おもな理由を３つ以内でお答えください）

（過去３年以内の介護休暇・休業について）

問５－３．介護休業（休暇）を取りやすくするため、もっとも要求したい
　　　　ことはなんですか？
　　　（最も要求したい項目を３つ以内でお答えください）

（過去３年以内のハラスメントに関して）

問４－１．年休は、とりたいときにとれますか？

９

旅行・趣味

５ 休むと評価が下がるような気がする ６

７

ヘルパー・介護保険制度を利用した

介護が可能な勤務形態・職種に変えた

問５－１．

４ ５

６ ７ ８

９

不払い（サービス）残業の一掃

問３－２．最近の１か月間、超過勤務で仕事をしても、お金が支払われない

年休がない（勤続６か月未満）

状態」の緩和
取得要件など「２週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする

雇用された時の条件と実際の
仕事内容がちがう

成果・業績賃金の人事管理をやめる

残業なし

２０～３０時間未満

５０～６０時間未満

１００時間以上

１～１０時間未満

３０～４０時間未満

６０～８０時間未満

１０～２０時間未満

４０～５０時間未満

８０～１００時間未満

まったくない

１０～２０時間未満

４０～５０時間未満

３０分～５時間未満

２０～３０時間未満

５０時間以上

５～１０時間未満

３０～４０時間未満

その他

　　　　比べ不当に差別されていると思いますか。
問１－１．あなたの今の職場では、仕事の内容や待遇面で、女性は男性に

　　　（おもな理由を３つ以内でお答えください）

仲間に迷惑がかかるから

収入を確保するため勤務成績に影響するから ８

６

残業を組み込んだ業務だから

上司の命令だから

２

４

５

３

１

顧客・利用者・患者・生徒など
に迷惑がかかるから

６

女性を幹部職員に登用しない

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

差別はない１２

１１

１０９

８７

採用に男女差がある

昇進・昇格に差別がある３

５

１ 賃金に差別がある

能力を正当に評価しない４

２

補助的な仕事しかやらせて
もらえない 重要な仕事につかせてもらえない

企画・プロジェクトなど社内の

結婚したり子どもが生まれたりす
ると勤め続けにくい雰囲気がある

女性は定年まで勤め続け
にくい雰囲気がある

教育・訓練を受ける機会が
少ない

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

子どもの保育・授業
参観・行事参加 家事など９

１０ １１不妊治療

９

退職した

看護休暇を取得しなかった方にお聞きします。

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）９

制度があるのを知らなかった

申請したが認められなかった

就業規則にない

　　　　
問５－２．

手続きがめんどうでとらなかった

無給・介護休業手当金が少ないなど、経済的理由でとらなかった

８

６

４

３

１

家族（配偶者・子・親など）のために、

７

５

必要としたが、介護・

２

自分以外の介護者がいて必要なかった

人員不足や職場の状況からとらなかった

２週間以上の介護・看護を

期間・回数等の条件が悪くとらなかった

（介護休業や短時の介護休暇制度について）

問６．あなたは職場でハラスメント（セクハラ・パワハラ）を受けたこと

卑猥な話・ポスターなど
不快な職場環境

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）１１

職場の相談窓口に訴えた

　　　　（主なものを３つ以内でお答えください）

上司に相談した３

公的な相談窓口に訴えた７

９

５

相手に抗議・拒絶した１

家族に相談した４

退職した裁判に訴えた８ １０

６

同僚・友人に相談した２

３

１

４

　　　　抗議や相談の結果ハラスメントは解決しましたか？

２解決した しなかった

不利益な扱いをされた

（雇用に関する不安や要求）

ときどき思ういつも思っている ２１ 思わない３

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　要求を３つ以内でお答えください

２２

２３

ハラスメント根絶 定年延長

病気加療中健康に大変不安がある ４３

には回復している
疲れを感じるが、次の日まで

健康にやや不安がある

いつも疲れている疲れが翌日に残ることが多い

特に疲れは感じない

（現在の健康状態について）

健康である１

３

１

４

２

２

取得できる回数を
増やす

だれにも言わずに耐えた

労働組合に相談した

両立支援制度の改善 １３

昇進差別是正など男女平等実現

※　有期雇用契約が５年を超えて更新された場合、有期契約労働者の申し
　　込みにより、期間の定めのない労働契約に転換されます

その他５対応中

問７－２．◯１～◯８を答えた方にお聞きします。

５

６

７ ８

９ １０

１１

１２

１３

１４ハラスメントはない

　　　がありますか？（複数回答可）

共済組合掛け金、社
会保険の掛け金免除

職務外の仕事、または過重な
仕事を押し付けられた

年休や生理休暇など正当な
権利行使が認められなかった

家族（配偶者・子・親など）のために、２週間以上の介護・看護が
　　　必要になった方にお聞きします。（複数回答可）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

問４－４．あなたが年休をとらなかった（とれなかった）理由はなんです

自分の病気・通院 家族の病気・通院

問４－２．あなたは昨年１年間（昨年度）、年休をどれぐらい使いましたか？

問４．年休（年次有給休暇）について

ほとんどとれない

その他６

４

７

１

５

８

２

６

３

１０

９

　　複数仕事をしている人は合算して下さい。

１１

１００万円未満

２００～２５０万円未満

３５０～４００万円未満

６００～７００万円未満

１００～１５０万円未満

２５０～３００万円未満

４００～５００万円未満

７００万円以上

１５０～２００万円未満

３００～３５０万円未満

５００～６００万円未満

H．あなたの年収は税金や社会保険料込みでいくらですか？ 問３－４．残業をする主な理由はなんですか？

自らの責任でやらなければ
ならない仕事だから

７

９

１ ２

問３－３．持ち帰りの残業はありますか？

ティブアクションについて
問２．あなたの職場での女性の採用や昇進・昇格・登用についてのポジ

　　　　それは具体的にどのようなことですか？（複数回答可）

　　　（複数回答可）

※　ポジティブアクションとは…男女差別解消のため、一定期間「女性に
　　特別の機会を与える取組」をすることや「女性を有利に取りあつかう
　　取組」

※　時間外労働または休日労働をさせようとする場合、
　　労基法第３６条の規定により、時間外労働・休日労働
　　協定（３６協定）の締結が必要です。

年休がないといわれた 相談なく、一方的に年休の日を決められた

要員・人手不足だから

※　２０１９年４月から年５日の年休を労働者に取得させること
　　が使用者の義務となりました。（対象：年休が１０日以
　　上付与される労働者）

　　　　か？（主な理由を３つ以内でお答えください）

仕事と子育て・介護との両立が困難 仕事と不妊治療との両立が困難１０

１１

問８－１．あなたは、仕事をやめたいと思うことがありますか？

問９－１．あなたは雇い止めの不安を感じますか？

問９－２．職場の状況について今、もっとも切実な

問１０．あなたの疲れの度合いと回復についてお答えください。

問１１．あなたの今の健康状態はどうですか？

問８－２．設問８－１で①、②と答えた人にお聞きします。（複数回答可）

わかりBOOK

全労連・労働時間
の新ルールまる（ ）

（ ）厚労省・年５日の
年休わかりやすい

解説

厚労省・育児介護
休業法のあらまし（ ）

（ ）厚労省・無期転換
ルールとは

ある ない

問７－１．ハラスメントを受けたことがあると答えた人の対処方法は？

2025年3月の職場での残業時間（超勤時間数）はどのくらいですか？

2025年3月、超過勤務で仕事をしても、お金が支払われない時間（い
わゆる「サービス残業」）は通算どの程度ありましたか？

問4‒ 1 ．�昨年1年間（昨年度）のあなたの年休付与
日数は何日ですか？

問4‒ 3 ．�あなたは昨年1年間（昨年度）、年休を何
日使いましたか？

問4‒ 2 ．

問4‒4．

問4‒5．

日

日

全労連：労働時間
の新ルールまる
わかりBOOK（ ）

厚労省：年5日の
年休わかりやすい

解説（ ）

厚労省：育児介護
休業法のあらまし（ ）

厚労省：無期転換
ルールとは（ ）

問9‒2．�職場の状況について今、もっとも切実な要求を３つ以内でお答
えください


